
令和４年度年度計画の変更届出について 

 

１ 要旨 

  当法人における効率的な業務執行体制を構築するため，事務効率化に向けた勤怠管理

システムを導入することとし，令和４年度予算を補正する。また，光熱費高騰への対応と

して令和４年度９月補正を実施したが，更なる光熱費高騰に対応するため，改めて予算を

補正する。これに合わせ，令和４年度年度計画（Ⅵ予算，収支計画及び資金計画）を変更

する。 

 

２ 補正予算 

現計予算
（A）

補正額
（B)

補正後予算
（A+B）

補正事由

運営費交付金 3,960 3,960
自己収入 1,918 1,918

県広大 1,740 1,740
叡啓大 178 178

目的積立金取崩額 145 11 156 勤怠管理ｼｽﾃﾑ導入
外部資金 144 144
補助金 394 394

6,561 11 6,572
事業費 2,102 59 2,162

県広大 1,749 53 1,802 光熱費の増（一般管理費）
勤怠管理ｼｽﾃﾑ導入（一般管理費）

叡啓大 353 6 360 光熱費の増（一般管理費）
人件費 3,954 3,954

県広大 3,452 3,452
叡啓大 502 502

受託事業等 144 144
施設整備等 394 394

6,594 59 6,654
※特定運営費交付金を除く
※百万円未満を四捨五入処理しているため，合計額が一致しない場合がある。
※積立金残高（R3年度末）：47,099千円（県承認済）

（単位：百万円）
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Ⅵ 予算，収支計画及び資金計画  

 

１ 予算（令和４年度）  

 

（単位：百万円） 

区      分 金     額 

収入  

運営費交付金収入 ３，９５９ 

学生納付金収入 １，７５０ 

診療センター収入 ２４ 

寄宿舎収入 ３５ 

その他の自己収入 １０８ 

目的積立金取崩 １５５ 

外部資金収入 １４３ 

補助金収入 ３９４ 

計 ６，５７１ 

 

区      分 金     額 

支出  

人件費 ３，９５３ 

一般管理費 ８４０ 

教育研究経費 ６１４ 

教育研究支援経費 ５４５ 

学生支援経費 １１３ 

診療経費 1０ 

寄宿舎経費 ３６ 

外部資金事業費（受託等分） １４３ 

外部資金事業費（補助金分） ５ 

施設整備費 ３８８ 

計 ６，６５３ 

注１） 収入について，運営費交付金収入は，標準運営費交付金収入のみを計上しており，

特定運営費交付金(退職手当・赴任旅費・授業料等減免等特定の経費に充当)収入は

計上していない。 
注２） 支出について，特定運営費交付金に係る支出は計上していない。 
注３） 外部資金には，科学研究費補助金(間接経費を除く。)を含まない。 
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２ 収支計画（令和４年度） 

 

（単位：百万円） 

区      分 金     額 

費用の部  ６，２３６ 

経常費用 ６，２３６ 

業務費 ５，１６８ 

教育研究等経費 １，０３４ 

外部資金等経費 １８０ 

人件費 ３，９５３ 

一般管理費 ７６４ 

財務費用 ５ 

雑損 ０ 

減価償却費 ２９７ 

臨時損失 ０ 

 

 

区      分 金     額 

収入の部 ６，０３７ 

経常収益 ６，０３７ 

運営費交付金収益 ３，８５２ 

学生納付金収益 １，７５０ 

外部資金等収益 １４３ 

補助金等収益 ３６ 

資産見返運営費交付金戻入 １０６ 

資産見返物品受贈額戻入 １５ 

財務収益 １ 

雑益 １３１ 

臨時利益 ０ 

純利益 -１９８ 

目的積立金取崩額 １１２ 

総損失 -８５ 

注１）収支計画と予算との額の違いは，資産取得及び減価償却に係るものである。 
注２）総損失は，借入金で取得した資産にかかる見込収益額と減価償却費等関連費用 

見込額との差４百万円ならびに支出予算超過８１百万円によるものである。 
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３ 資金計画（令和４年度） 

 

（単位：百万円） 

区      分 金     額 

資金支出 １１，８５３ 

業務活動による支出 ５，９２９ 

投資活動による支出 ５，７１８ 

財務活動による支出 ２０５ 

次期中期目標期間への繰越金 ０ 

資金収入 １１，４７１ 

業務活動による収入 ６，１８１ 

学生納付金収入 １，７５０ 

外部資金収入 １４３ 

運営費交付金収入 ３，９５９ 

雑収入 ３２７ 

投資活動による収入 ５，２９０ 

財務活動による収入 ０ 

注）資金計画と予算との額の違いは，資金運用に係るものである。 

 

 

 

Ⅶ 短期借入金の限度額  
 

(１) 短期借入金の限度 
 

    ５億円 
 

(２) 想定される理由 
 

    運営費交付金の受入れ遅延及び事故の発生等により緊急に必要となる対策費とし

て借り入れることが想定される。 
 

 

 Ⅷ 重要な財産を譲渡し，又は担保に供する計画  

   

なし 

 

 

 Ⅸ 剰余金の使途  
   

決算において剰余金が発生した場合は，教育研究の質の向上及び組織運営の改善に充

てる。 
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Ⅹ 県の規則で定める業務運営に関する事項  
 

１ 法第40条第4項の規定により業務の財源に充てることができる積立金の処分に関す

る計画 
 
 前中期目標期間繰越積立金は，教育研究の質の向上及び組織運営の改善に充てる。 

 
 

２ その他法人の業務運営に関し必要な事項 
 

   なし 
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